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議案第６９号 令和５年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第５号）  

～  

議案第９２号 市道路線の認定について  

 
認定第 １号 令和４年度茅ヶ崎市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

～  
認定第 ７号 令和４年度茅ヶ崎市病院事業会計決算の認定につい

て 
 
報告第１８号 令和４年度茅ヶ崎市一般会計予算の継続費精算報告

について 

～  

報告第２５号 専決処分の報告について  
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議案第６９号 令和５年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第

５号）(議案書 P７～１７) 

歳入歳出それぞれ２,２２９千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ８１,７２４,６６３千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

 茅ヶ崎市名誉市民の称号を贈ることに伴い、「報償費」、「消耗品

費」、「筆耕翻訳料」、「委託料」を増額するもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目１ 保健衛生総務費」 

 予防接種法に基づく予防接種を受けたことによる健康被害につい

て、厚生労働大臣より認定されたことに伴い、「負担金補助及び交付

金」を増額するもの 

（歳入） 

「款１５ 国庫支出金」 
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 歳出の事業の財源として、「新型コロナウイルス予防接種健康被害

給付費負担金」を増額するもの 

「款２０ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額するもの 

 

議案第７０号 令和５年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第

６号）(議案書 P１９～３８) 

歳入歳出それぞれ８８,４６４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ８１,８１３,１２７千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１３ 文化行政費」 

 市民文化会館の令和４年度指定管理料について、エネルギー価格の

上昇に伴う光熱水費等の価格高騰分を補償するため、「補償補填及び

賠償金」を増額するもの 

「目１４ スポーツ振興費」 

 総合体育館及び市体育館の令和４年度指定管理料について、エネル



5 

 

ギー価格の上昇に伴う光熱水費等の価格高騰分のほか、総合体育館に

おける天井改修工事により利用を停止したことに伴う指定管理者の利

用料金収入等の減収分を補償するため、「補償補填及び賠償金」を増

額するもの 

 温水プールの令和４年度指定管理料について、エネルギー価格の上

昇に伴う光熱水費等の価格高騰分等を補償するため、「補償補填及び

賠償金」を増額するもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

「目１ 社会福祉総務費」 

 令和４年度に収入した介護保険低所得者保険料軽減負担金の過配分

を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

「目５ 老人福祉施設費」 

 しおさい南湖について、施設管理上危険な樹木の剪定や根上がりし

た樹木の撤去等のため、「修繕料」、「委託料」を増額するほか、令

和４年度指定管理料について、エネルギー価格の上昇に伴う光熱水費

等の価格高騰分を補償するため、「補償補填及び賠償金」を増額する

もの 
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「項２ 児童福祉費」 

「目１ 児童福祉総務費」 

 保育所及び認定こども園について、保護者及び保育士等の負担軽減

のため、子ども未来応援基金を活用し、使用済み紙おむつの処分及び

保管用ごみ箱等の整備に要する経費の一部を補助することに伴い、「負

担金補助及び交付金」を増額するもの 

 地域型保育事業について、保護者及び保育士等の負担軽減のため、

子ども未来応援基金を活用し、使用済み紙おむつの処分及び保管用ご

み箱等の整備に要する経費の一部を補助することに伴い、「負担金補

助及び交付金」を増額するもの 

「目５ 地域児童福祉費」 

 子ども食堂支援事業について、国の地域子供の未来応援交付金を活

用し、補助対象経費を拡充することに伴い、「負担金補助及び交付金」

を増額するもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目２ 予防費」 

 風しん予防接種事業において、当初の想定を超える接種希望者の増
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加に伴い、「通信運搬費」、「委託料」を増額するもの 

 結核医療費の公費負担において、当初の想定を超える公費負担の増

加に伴い、「扶助費」を増額するもの 

「目３ 母子衛生費」 

 産後ケア事業について、子ども未来応援基金を活用し、宿泊型サー

ビスの導入、利用者負担割合の軽減及び利用回数の拡充を行うことに

伴い、「委託料」を増額するもの 

「款６ 農林水産業費」 

「項１ 農業費」 

「目４ 畜産業費」 

 市内乳用牛農家が使用するバーンクリーナー（ふん尿処理機器）の

部品が経年劣化等により交換が必要となったため、その交換に要する

経費の一部を補助することに伴い、「負担金補助及び交付金」を増額

するもの 

「款８ 土木費」 

「項１ 土木管理費」 

「目１ 土木総務費」 

 道水路等と民地の境界を示す境界杭の価格高騰に伴い、「消耗品費」
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を増額するもの 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

「目１ 常備消防費」 

 消防緊急通信指令システムに係る各署所の端末装置の無停電電源

装置において、バッテリーの交換修繕を行うため、「修繕料」を増額

するもの 

「款１０ 教育費」 

「項１ 教育総務費」 

「目２ 事務局費」 

 機械式車いすを使用する児童・生徒の小・中学校における教育環境

を整備するため、階段昇降車を購入することに伴い、「委託料」、「備

品購入費」を増額するもの 

「款１３ 予備費」 

「項１ 予備費」 

「目１ 予備費」 

 緊急やむを得ない事象が発生した際に迅速に対応するため、「予備

費」を増額するもの 
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（歳入） 

「款１５ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「結核医療費負担金」、「保育対策総合

支援事業費補助金」、「地域子供の未来応援交付金」、「母子保健衛

生費国庫補助金」を増額するもの 

「款１６ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「保育対策総合支援事業費補助金」、「保

育所等紙おむつ処分事業費補助金」、「風しん予防接種事業費補助金」

を増額するもの 

「款１９ 繰入金」 

 歳出の事業の財源として、「財政調整基金繰入金」を減額するもの 

 歳出の事業の財源として、「子ども未来応援基金繰入金」を増額す

るもの 

「款２０ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額するもの 

「款２１ 諸収入」 

 歳出の事業の財源として、「消防業務受託事業収入」を増額するも

の 
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「款２２ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「道路排水設備更新事業債」を増額する

もの 

（継続費の補正） 

 「浜園橋橋りょう整備事業（護岸工）」について、先行する同事業

（上部工）における工程の見直しにより、契約の締結時期が令和６年

度に延期することに伴い、継続費を廃止するもの 

（地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「道路排水設備更新事業」を増額したこ

とに伴い、限度額を変更するもの 

 

議案第７１号 令和５年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第１号）(議案書 P３９～４９) 

歳入歳出それぞれ５１，０２７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ２２，９９６，０２７千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 
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「目１ 一般管理費」 

令和６年１月から施行される、国民健康保険被保険者の産前産後保

険料を免除する制度の導入に伴い、既存システムの改修が必要である

ことからから、「委託料」を増額するもの 

「款７ 諸支出金」 

「項１ 償還金及び還付加算金」 

「目１ 一般被保険者保険料還付金及び還付加算金」 

 国民健康保険資格喪失に伴う償還金の支払いの増加に伴い、「償還

金利子及び割引料」を増額するもの 

（歳入） 

「款３ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「特別交付金」を増額するもの 

「款６ 繰越金」 

歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額するもの 

 

議案第７２号 令和５年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会

計補正予算（第１号）(議案書 P５０～５９) 

歳入歳出それぞれ４６０，６７９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、
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歳入歳出それぞれ１８，７１９，６７９千円とするもの 

（歳出） 

「款５ 介護保険運営基金」 

「項１ 介護保険運営基金」 

「目１ 介護保険運営基金」 

介護保険運営基金積立金について、保険給付等の財源として収入し

た介護保険料のうち、保険給付等への充当がなされなかったもの等に

ついて介護保険運営基金に積み立てるため、「積立金」を増額するも

の 

「款６ 諸支出金」 

「項１ 償還金及び還付加算金」 

「目２ 償還金」 

償還金について、令和４年度に収入した国庫支出金、支払基金交付

金、県支出金の過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を

増額するもの 

（歳入） 

「款７ 繰越金」 

歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額するもの 
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議案第７３号 令和５年度茅ヶ崎市病院事業会計補正予

算（第１号）(議案書 P６０～６９) 

第２条「収益的収入及び支出の補正」 

収益的収入の既決予定額に３，０００千円追加し、収益的収入の予

定額を１２，５２５，８９５千円とし、収益的支出の既決予定額に３

９４，８９１千円追加し、収益的支出の予定額を１３，６０１，７５

９千円とするもの 

 収入の内容としては、医療紛争の和解に伴い支出の財源となる「そ

の他医業外収益」を増額するもの 

支出の内容としては、医療紛争の和解への対応として「雑費」を、

過年度に過大交付された補助金の返還への対応として「過年度損益修

正損」をそれぞれ増額するもの 

 

議案第７４号 茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正

する条例(議案書 P７０～７１) 

所期の目的を達成したことから、茅ヶ崎市道の駅整備運営事業者選

定委員会を廃止するためのもの 
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議案第７５号 茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正

する条例(議案書 P７２～７３) 

所期の目的を達成したことから、茅ヶ崎市粗大ごみ処理施設整備運

営事業者選定委員会を廃止するためのもの 

 

議案第７６号 茅ヶ崎市手数料条例及び旅館業法施行条

例の一部を改正する条例(議案書 P７４) 

旅館業法の改正に伴い、旅館業を譲渡する場合における当該旅館業

を営む者の地位の承継に係る承認の申請に対する審査についての事務

の手数料の金額を定める等のためのもの 

 

議案第７７号 茅ヶ崎市印鑑条例の一部を改正する条例

(議案書 P７５) 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関す

る法律の改正を踏まえ、多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申

請を移動端末設備を使用してできるようにすることにより、市民の利

便の向上を図るためのもの 
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議案第７８号 茅ヶ崎市障害児通所施設条例の一部を改

正する条例(議案書 P７６～７７) 

日中一時的に監護を受けることができない児童に対して活動の場を

提供し、見守り、集団生活に適応するための訓練その他の支援を行う

日中一時支援事業の利用者の減少に鑑み、当該事業を行う事業所を集

約するためのもの 

 

議案第７９号 茅ヶ崎市公共下水道事業の設置等に関す

る条例及び茅ヶ崎市病院事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例(議案書 P７８) 

地方自治法の改正に伴い、所要の規定を整備するためのもの 

 

議案第８０号 茅ヶ崎市火災予防条例の一部を改正する

条例(議案書 P７９～８２) 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱

いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に鑑み、位置、

構造及び管理の基準に係る蓄電池設備の範囲を改める等のためのもの 

 

議案第８１号 名誉市民について(議案書 P８３～８５) 
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茅ヶ崎市名誉市民に、加山 雄三 氏を推薦するもの 

 

議案第８２号 製造請負契約の締結について(議案書 P８６) 

はしご付消防自動車製造の製造請負契約を締結するためのも

の 

 

議案第８３号 工事請負契約の締結について(議案書 P８７～８９) 

 総合体育館空調設備設置（建築）工事の工事請負契約を締結す

るためのもの 

 

議案第８４号 工事請負契約の締結について(議案書 P９０～９２) 

 総合体育館空調設備設置（機械設備）工事の工事請負契約を締

結するためのもの 

 

議案第８５号 工事請負契約の締結について(議案書 P９３～９５) 

 茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設建設工事の工事

請負契約を締結するためのもの 
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議案第８６号 工事請負契約の締結について(議案書 P９６～９８) 

 市営高田住宅簡易２階建解体工事の工事請負契約を締結する

ためのもの 

 

議案第８７号 工事請負契約の変更について(議案書 P９９) 

 浜園橋橋りょう整備工事（上部工）の請負契約について、上空制限

等の施工条件への対応により、地覆工等の施工内容を追加することに

伴い、契約金額の増額及び工期の延長をするためのもの 

 

議案第８８号 令和４年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計

利益の処分について(議案書 P１００～１０１) 

 令和４年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計決算において生じた

未処分利益剰余金９２５，４２５，１６４円のうち、３６７，６

５１，０６９円を減債積立金に積み立て、５５７，７７４，０９

５円を資本金へ組み入れるためのもの 

 

議案第８９号 令和４年度茅ヶ崎市病院事業会計資本剰

余金の処分について(議案書 P１０２～１０３) 
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 令和４年度茅ヶ崎市病院事業会計決算における資本剰余金１，

７７９，４２８，７６６円のうち、受贈財産評価額３２０，００

０円を処分するもの 

 

議案第９０号 和解について(議案書 P１０４～１０５) 

 茅ヶ崎市立病院における医療過誤に基づく損害賠償請求事件

について、訴訟上の和解を成立させるためのもの 

 

議案第９１号 市道路線の廃止について(議案書 P１０６～１０８) 

 下寺尾地内で一般交通の用に供する必要がなくなった市道７３６

２号線を廃止するもの 

 

議案第９２号の１～６ 市道路線の認定について(議案書 P１０９

～１２６) 

 １ 旭が丘地内で神奈川中央交通株式会社が築造し本市に帰

属した道路を市道１９６６号線として認定するもの 

 ２ 東海岸南六丁目地内で株式会社ハートフルステージが築

造し本市に帰属した道路を市道１９６７号線として認定す

るもの 
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 ３ 松が丘二丁目地内で湘南都市開発株式会社が築造し本市

に帰属した道路を市道１９６８号線として認定するもの 

 ４ 緑が浜地内で株式会社ハートフルステージが築造し本市

に帰属した道路を市道１９６９号線として認定するもの 

 ５ 南湖二丁目地内で株式会社ディアレストコーポレーショ

ンが築造し本市に帰属した道路を市道２７２１号線として

認定するもの 

 ６ 今宿地内で一建設株式会社が築造し本市に帰属した道路

を市道５８０２号線として認定するもの  

 

認定第１号 令和４年度茅ヶ崎市一般会計歳入歳出決算

の認定について(議案書 P１２７) 

認定第２号 令和４年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について(議案書 P１２８) 

認定第３号 令和４年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算の認定について(議案書 P１２９) 

認定第４号 令和４年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について(議案書 P１３０) 
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認定第５号 令和４年度茅ヶ崎市公共用地先行取得事業

特別会計歳入歳出決算の認定について(議案書 P１３１) 

いずれもコロナ禍の収束が見通せない中で、市民の生命や財産を守

るための施策を中心に、茅ヶ崎市新型コロナウイルス感染症対策・政

策パッケージに位置付けられた事業を着実に推進することを基本と

し、予算執行に当たってきた。 

 各会計とも、本年３月３１日をもってその執行を終わり、２か月間

の出納整理期間を置き、５月３１日に出納を閉鎖した。 

 その後、会計管理者において決算を調製し、地方自治法第２３３条

第１項の規定により、証書類、その他附属書類と合わせ提出され、そ

の内容は別冊のとおり。 

 監査委員による審査では、「審査に付された各会計歳入歳出決算書

等は、法令に規定された様式に従って作成されており、その計数は歳

入簿、歳出簿その他の関係諸帳簿と符号し、正確なものと認めます。

また、予算の執行は適正かつ効率的に行われていると認めます。」と

の御意見をいただいている。 

 以上、認定第１号から認定第５号について、地方自治法第２３３条

第３項の規定により、決算審査意見書を付して、議会の認定をお願い
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するもの 

 

認定第６号 令和４年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計決

算の認定について(議案書 P１３２) 

認定第７号 令和４年度茅ヶ崎市病院事業会計決算の認

定について(議案書 P１３３) 

本年３月３１日をもってその執行を終わり、監査委員による審査で

は、「審査に付された決算書等は、関係法令の規定に準拠して作成さ

れ、事業の経営成績及び財政状態は適正に表示されています。決算計

数は関係諸帳簿と符合し正確なものでした。」との御意見をいただい

ている。 

以上、認定第６号及び認定第７号について、地方公営企業法第３０

条第４項の規定により、決算審査意見書を付して議会の認定をお願い

するもの 

 

報告第１８号 令和４年度茅ヶ崎市一般会計予算の継続

費精算報告について(議案書 P１３５～１３７) 

令和２年度から令和４年度までの３か年の継続事業として実施して
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いた、「粗大ごみ処理施設整備事業」、及び「浜園橋橋りょう整備事

業（下部工）」が、それぞれ令和４年度に完了したため、地方自治法

施行令第１４５条第２項の規定により報告するもの 

 

報告第１９号 令和４年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計

予算の継続費精算報告について(議案書 P１３９～１４１) 

令和３年度から令和４年度までの２か年の継続事業として実施して

いた「今宿ポンプ場整備事業」が、令和４年度に完了したので、地方

公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定により報告するもの 

 

報告第２０号 令和４年度茅ヶ崎市健全化判断比率につ

いて(議案書 P１４２～１４３) 

 令和４年度決算における実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率及び将来負担比率の４つの財政指標について、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により報告するもの 

 実質赤字比率は、一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規

模に対する比率で、本市においては、一般会計及び公共用地先行取得

事業特別会計の実質収支により算出し、黒字となった。 
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 連結実質赤字比率は、公営企業会計を含む全会計を対象とした実質

赤字額又は資金不足額の標準財政規模に対する比率で、本市は黒字と

なった。 

 実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政

規模に対する比率で、本市は、３か年平均で令和３年度より０．９ポ

イント悪化の２．８％となったが、早期健全化基準の２５％を大きく

下回った。 

 将来負担比率は、地方債等の一般会計等が将来負担すべき実質的な

負債の標準財政規模に対する比率で、本市は２４．７％と令和３年度

の３３．８％から９．１ポイント改善し、早期健全化基準３５０％は

大きく下回っている。 

 以上、４つの財政指標による数値から、令和４年度の本市の財政は、

健全であったと判断している。 

 監査委員の総合意見としては、「審査に付された令和４年度茅ヶ崎

市健全化判断比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書

類を確認したところ、いずれも適正に作成され、記載された計数は正

確なものであると認めます。」、「審査に付された令和４年度決算に

基づく健全化判断比率は、記載された計数により適正かつ正確に算定
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されていることを認めます。」との御意見をいただいている。 

 

報告第２１号 令和４年度茅ヶ崎市資金不足比率について

(議案書 P１４４～１４５) 

 公共下水道事業会計及び病院事業会計の令和４年度決算における

資金不足比率として、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項の規定により報告するもの 

 当該比率は、各公営企業の資金不足額の事業規模に対する比率で、

経営健全化基準である２０％以上となった場合には、経営健全化計画

を定めることとされている。 

 本市では、公共下水道事業会計及び病院事業会計が本件報告の対象

となるが、いずれの会計も資金不足額が生じていないので、両会計と

も健全であったと判断している。 

 監査委員の総合意見としては、「審査に付された公共下水道事業会

計及び病院事業会計の令和４年度茅ヶ崎市資金不足比率について、そ

の算定の基礎となる事項を記載した書類を確認したところ、書類はい

ずれも適正に作成され、記載された計数は正確なものと認め、その計

数により適正かつ正確に算定されていることを認めます。」、「算定

の結果、いずれの会計も資金不足を生じていないため、資金不足比率



25 

 

は計上されませんでした。」との御意見をいただいている。 

 

報告第２２号 専決処分の報告について(議案書 P１４６) 

 令和５年５月２９日午前８時３０分頃、市所有地である行谷６

３０番地において、倒木が発生し、相手方宅のフェンスに接触し、

損傷を与えたため、これに対する修繕費を賠償したもの 

 

報告第２３号 専決処分の報告について(議案書 P１４７) 

 令和５年４月２０日午前１０時４８分頃、香川一丁目１０番５

号において、環境事業センター職員が運転するごみ収集車が走行

中、対向車を避けるために左側に寄せたところ、車両左側側面が

ポールに接触し、損傷を与えたため、これに対する修理費を賠償

したもの 

 

報告第２４号 専決処分の報告について(議案書 P１４８) 

令和５年３月２３日午前４時３０分頃、萩園２０２８番地５５地先

において、相手方が自動車で走行していたところ、側溝上に外れてい

た側溝蓋キャップを通過したことにより、左側前輪に損害を与えたた

め、これに対する修理費を賠償したもの 
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報告第２５号 専決処分の報告について(議案書 P１４９) 

 令和５年５月１５日午後２時２４分頃、矢畑１４２６番地４地

先において、環境事業センター職員が運転するごみ収集車が集積

場所に車両を寄せようとしたところ、相手方の集積場所壁面に接

触し、損傷を与えたため、これに対する修理費を賠償したもの 


